
 

大阪市北区学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備の使用要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、大阪市北区学校体育施設開放事業実施要綱に基づく学校体育施設開放事業における学校

体育館の空気調和設備（以下「空調」という。」の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象となる空調） 

第２条 この要綱の対象となる空調は、北区内にある市立学校の体育館の空調であるものとする。 

 

（使用可能期間） 

第３条 空調の使用可能期間は、毎年６月 1日から９月３０日までとする。 

 

（使用申込み） 

第４条 空調の使用を希望する団体（以下「利用団体」という。）は、使用申込書（様式第３号）を各校区の住

民が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する団体等（以下「実施団体」という。）に提出しな

くてはならない。 

２ 実施団体が利用団体を利用団体一覧表（様式第２号）に取りまとめ、利用団体報告書（様式１号）を作成し

て区長に提出しなければならない。 

 

（使用について） 

第５条 空調の使用については、北区役所と実施団体が、毎年協定書を締結し、協定書に基づき取扱いを行うも

のとする。 

 

（使用実績報告） 

第６条 利用団体は、毎月、使用月の翌月の５日までに実施団体に使用報告書（様式第５号）を提出し、実施団

体は、利用団体より受領した使用報告書に基づき使用実績報告書（様式第４号）を作成し、毎月１０日までに区

長へ提出するものとする。 

 

（その他） 

第７条 利用団体は、虚偽の使用報告を行ってはならない。虚偽報告が判明した場合、区長は実施団体に対し調

査並びに報告を求め、調査の結果、利用団体における虚偽の使用報告が判明した場合、区長は、実施団体に対し、

利用団体の体育館の使用を以後３年間認めない取扱いをするよう指示するものとする。 

２ 実施団体が、第１項の指示を行使しない場合、区長は、実施団体に対し体育館の使用をしないよう指示でき

るものとする。 

３ 利用団体は、空調使用中に機械に異変を感じた時は使用を中止し、実施団体に報告を行い、実施団体は速や

かに学校長及び区長へ報告を行わなければならない。 

 

附則  この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

附則  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附則  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



（様式第 1 号） 

 

大阪市立〇〇中学校体育館の空気調和設備利用団体報告書 

 

令和 年  月  日 

 

大阪市○○区長 様 

 

申請者 〇〇中学校体育施設開放事業運営委員会 

                     運営委員長                     

                     連 絡 先                  

 

標題につきまして、次のとおり利用団体を報告します。 

 

記 

 

学 校 名 大阪市立〇〇中学校 

期  間 令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 

利用団体 利用団体一覧表（様式第 2 号）のとおり 

 



利用団体名 曜　日 時間帯 回　数

6月 7月 8月 9月

①　　曜日 ①　　時　　分～　　時　　分 ①

②　　曜日 ②　　時　　分～　　時　　分 ②

（様式第２号）

大阪市立〇〇中学校体育館の空気調和設備利用団体一覧表

○○中学校体育施設開放事業運営委員会

空調使用予定

（時間）



利用団体名 曜　日 時間帯 回　数

6月 7月 8月 9月

子ども会ソフトバレーボール部 ①　土曜日 ①１９時００分～２１時００分 ①毎週 8 10 8 8

子ども会ソフトバレーボール部 ②　日曜日 ②　９時３０分～１１時３０分 ②月2回 4 4 4 4

空調使用予定

（時間）

○○中学校体育施設開放事業運営委員会

大阪市立〇〇中学校体育館の空気調和設備利用団体一覧表

（様式第２号）

【記入例】



（様式第３号） 

 

大阪市立〇〇中学校体育館の空気調和設備使用申込書 

 

令和  年  月  日 

 

○○中学校体育施設開放事業運営委員会 様 

 

申請者 利用団体名                  

                     代表者氏名                  

                     連 絡 先                  

 

標題につきまして、次のとおり使用申込みます。 

なお、空気調和設備の使用及び料金の支払いに関しましては、「令和 年度 大阪市立〇〇中学

校体育館設置の空気調和設備使用に関する協定書」を遵守し、○○中学校体育施設開放事業運営

委員会の指示に従います。 

 

記 

 

 

【使用条件】 

 ・「大阪市北区学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備の使用及要綱」に従う

こと。 

 ・空気調和設備に異常が発生した場合は、使用を止め、○○中学校体育施設開放事業運営委員

会に報告を行うこと。 

 

学校名 大阪市立〇〇中学校 空調使用予定（時間） 

期 間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 6 月 7 月 8 月 9 月 

曜 日 

時間帯 

回 数 

①  曜日 時  分～  時  分 
毎週・ 

月  回 

    

②  曜日   時  分～  時  分 
毎週・ 

月  回 
    

③             

 

 

 

 



 

 

大阪市北区学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備の使用要綱 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、大阪市北区学校体育施設開放事業実施要綱に基づく学校体育施設開放事業における学校体

育館の空気調和設備（以下「空調」という。」の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる空調） 

第２条 この要綱の対象となる空調は、北区内にある市立学校の体育館の空調であるものとする。 

（使用可能期間） 

第３条 空調の使用可能期間は、毎年６月 1日から９月３０日までとする。 

（使用申込み） 

第４条 空調の使用を希望する団体（以下「利用団体」という。）は、使用申込書（様式第３号）を各校区の住民

が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する団体等（以下「実施団体」という。）に提出しなくて

はならない。 

２ 実施団体が利用団体を利用団体一覧表（様式第２号）に取りまとめ、利用団体報告書（様式１号）を作成して

区長に提出しなければならない。 

（使用について） 

第５条 空調の使用については、北区役所と実施団体が、毎年協定書を締結し、協定書に基づき取扱いを行うもの

とする。 

（使用実績報告） 

第６条 利用団体は、毎月、使用月の翌月の５日までに実施団体に使用報告書（様式第５号）を提出し、実施団体

は、利用団体より受領した使用報告書に基づき使用実績報告書（様式第４号）を作成し、毎月１０日までに区長へ

提出するものとする。 

（その他） 

第７条 利用団体は、虚偽の使用報告を行ってはならない。虚偽報告が判明した場合、区長は実施団体に対し調査

並びに報告を求め、調査の結果、利用団体における虚偽の使用報告が判明した場合、区長は、実施団体に対し、利

用団体の体育館の使用を以後３年間認めない取扱いをするよう指示するものとする。 

２ 実施団体が、第１項の指示を行使しない場合、区長は、実施団体に対し体育館の使用をしないよう指示できる

ものとする。 

３ 利用団体は、空調使用中に機械に異変を感じた時は使用を中止し、実施団体に報告を行い、実施団体は速やか

に学校長及び区長へ報告を行わなければならない。 

 

 

附則  この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

附則  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附則  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

裏面 



（様式第４号） 

大阪市立〇〇中学校体育館の空気調和設備使用実績報告書 

（令和  年  月分） 

令和  年  月  日 

 

大阪市○○区長 様 

 

○○中学校体育施設開放事業運営委員会 

運営委員長                  

 

標題について、次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 合計使用時間数       時間 

 

２ 利用団体内訳    「使用報告書（様式第５号）」のとおり 

 

 

※ 利用団体から提出された別紙（様式第５号）の写しを添付してください。 

※ 翌月の１０日までに北区役所学校体育施設開放事業担当課まで提出してください。（メール提

出も可） 

【連絡先】電 話：０６－６３１３－９７４３ 

     メール：ta0011@city.osaka.lg.jp 



令和　　年　　月分の使用について、次のとおり報告します。

1  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

2  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

3  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

4  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

5  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

6  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

7  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

8  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

9  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

10  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

11  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

12  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

合計

エアコン

（空調）

使用時間数

（時間）

エアコン（空調）使用時間帯 責任者氏名回

※　必ず、正確に記入をお願いします。

※　翌月の５日までに運営委員会に報告してください。

月 日 曜
利用者数

（人）
確認事項

令和　　年　　月　　日

　○○中学校体育施設開放事業運営委員会　様

大阪市立○○中学校体育館の空気調和設備使用報告書（令和　年　月分）

（様式第５号）

利 用 団 体 名

活 動 種 目

代 表 者 氏 名

連 絡 先



○ ○ 卓 球 ク ラ ブ

卓 球

令和　　年　　月分の使用について、次のとおり報告します。

1 6 1 水 18：00　  　～　   20：00 2 20 北区　太郎

■電気

■火気

■清掃

■器具格納

■戸締り

■エアコン

2 6 8 水 18：00  　  　～　   20：00 2 15 大阪　花子

■電気

■火気

■清掃

■器具格納

■戸締り

■エアコン

3 6 15 水 18：00  　  　～　  19：30 1.5 20 北区　太郎

■電気

■火気

■清掃

■器具格納

■戸締り

■エアコン

4 6 22 水 18：00  　  　～　   19：30 1.5 17 北区　太郎

■電気

■火気

■清掃

■器具格納

■戸締り

■エアコン

5 6 29 水 18：00  　  　～　   20：00 2 20 北区　太郎

■電気

■火気

■清掃

■器具格納

■戸締り

■エアコン

6  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

7  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

8  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

9  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

10  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

11  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

12  ：  　  　～　    　：

□電気

□火気

□清掃

□器具格納

□戸締り

□エアコン

合計 9 92

令和　　年　　月　　日

　○○中学校体育施設開放事業運営委員会　様

利 用 団 体 名 代 表 者 氏 名 北区　太郎

活 動 種 目 連 絡 先 ○○ー○○○○ー○○○○

回 月 日 曜

【記入例】

※　必ず、正確に記入をお願いします。

※　翌月の５日までに運営委員会に報告してください。

エアコン

（空調）

使用時間数

（時間）

利用者数

（人）
責任者氏名 確認事項エアコン（空調）使用時間帯

（様式第５号）

大阪市立○○中学校体育館の空気調和設備使用報告書（令和　年　月分）

使用時に記載 使用時間は、30分ごとに0.5時間

分として算出し、30分未満の場合

は、0.5時間として算出

（例 80分使用の場合、1.5時間）


